
2026 年 4 月吉日 

 高校 1 年生保護者各位 

 

 南山高等学校男子部事務室 

 

令和８年度高等学校等就学支援金【新制度】および 

令和８年度愛知県私立高等学校等入学納付金減免申請について（ご案内） 

 

 
いわゆる「私立高校の授業料無償化」に関する申請のご案内です。 

『意向あり』でご登録いただくことで受給資格を得ることができますので 

必ず期日までに『意向あり』でご登録をお願いいたします。 

 

なお申請にあたって書類の提出は、生徒本人または親権者の方のみに限ります。代理人の方から

の提出は受付できません。 

記 

 

◆ 就学支援金等に係るオンライン申請について 

   

  全員オンライン申請 してください。 申請期限：4 月 22 日（水） 

・同封の「高等学校等就学支援金ログインＩＤ通知書」はオンライン申請の際、 

必要になります。卒業まで大切に保管してください。 

・「高等学校等就学支援金(申請手続き)【新入生等用】  

「高等学校等就学支援金オンライン申請システムｅ－ｓｈｉｅｎ申請者向け利用マニュ

アル 共通編、新規申請編」を見て登録してください。 

・申請しない方も登録が必要です。 

 

日本国籍でない方は、別途、申請用紙の記入と国籍・在留資格が確認できる資料の

提出が必要になります。必要書類をお渡ししますので、4 月 21 日（火）までに事務室

まで取りに来てください。 

 

オンライン申請を希望しない方は、申請用紙の記入が必要になります。必要書類をお

渡ししますので、4 月 21 日（火）までに事務室まで取りに来てください 

 

＜支給について＞ 

支給額 457,200 円/年  所得制限なし  

今後徴収予定の授業料等に充てさせていただくことを予定しています。詳細は、申請

が認定され次第お知らせします。 



◆令和８年度愛知県私立高等学校等入学納付金減免申請について 

 

・令和８年度南山高等学校入学納付金減免実施要領/記入例 

    ・令和８年度愛知県私立高等学校等入学納付金減免申請書  

 

令和８年度南山高等学校入学納付金減免実施要領  2 の 減免対象者に該当する方は 

全員申請してください。 (4 月 22 日（水）までに担任に提出) 

 

※申請の際は、各申請書の記入例を必ずご確認ください。 

※ホチキスを外して、該当書類のみ、配付に使用した茶封筒に入れて担任にご提出ください。                         

 

＜支給について＞ 

愛知県私立高等学校等入学納付金減免は遅くとも8月ごろまでに授業料引落口座へ振り

込む予定です。 

 

◆支給手続きに関するお願い 

愛知県私立高等学校等入学納付金減免の受給権者は生徒本人ですが、保護者（授業料

債権者）の弁済の一部に充てることとなっております。中学校までは、授業料引落口座の

名義人を指定しておりませんでしたが、愛知県私立高等学校等入学納付金減免の受給に

際し、生徒本人または保護者の口座名義に変更をしていただく場合がありますので、よろ

しくお願いします。（ここでいう保護者とは親権者と定められております） 

 

   以上 



高等学校等就学支援金

（申請手続き）

【新入生等用】
※新入生の方、これまで受給資格を得ていない方はこの資料を使用して下さい。

※日本国籍以外の方は、オンライン申請ではなく紙（申請書）での手続きが必要です。

 このリーフレットは、高校生等の学びを支えるための授業料支
援である「高等学校等就学支援金」を受給するための申請手続
きの案内です。

 申請者は、生徒の皆さんです。保護者の方に相談しながら手続
きをしてください。

 プライバシーへの配慮が必要な書類なので、自宅に持ち帰って
手続きをしてください。



令和８年度（2026年度）版

高校生の「授業料支援制度」
が新しくなります。

大切なお知らせ

高等学校等の授業料支援制度の改正により、所得制限が撤廃され、
多くの方が授業料の支援を受けることができるようになりました。

申請手続きが必要です。支援を希望される方は、学校からの
案内に従って、申請手続きを行ってください。
※なお、一部対象外となる場合もあります。詳細は2枚目以降をご確認ください。

ｃ

以下の支援制度で新たに高等学校等の学びを支えます。

高校生等への修学支援 検索

文部科学省のwebサイトには、制度の最新・詳細情報などを掲載しています。

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.htm

授業料の支援

高等学校等就学支援金【新制度】
世帯年収に関わらず高等学校等に通う日本人等の生徒を対象に、授業料を支援する制度です。

（参考）授業料以外の支援

高校生等奨学給付金
教科書費、教材費など、授業料以外の教育費を支援する返還不要の給付金制度です。
詳しくは、高校生等奨学給付金のリーフレットをご確認ください。

本制度は、家庭の状況にかかわらず、すべての意思にある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会を
つくるため、その授業料に充てる高等学校等就学支援金を支給し、家庭の教育費負担を軽減するものです。

社会全体の負担より、自らの希望に応じた教育を受けることのできる環境を整備し、生徒の学びを支え
ることを通じて、将来、我が国社会の担い手として広く活躍されることが期待されています。

※日本国籍以外の方については、国籍・在留資格等の要件があります。 詳しくは３ページ目をご確認ください。
※高等学校等就学支援金【新制度】が対象外の方についても、授業料の支援制度があります。詳しくは、４ページ

をご確認ください。

高等学校（全日制・定時制・通信制）、中等教育学校（後期課程）、特別支援学校（高等部）、高等専門学校（1～3年）、専修学校高等課程、

専修学校一般課程及び各種学校のうち国家資格者養成課程（中学校卒業者を入所資格とするもの）を置くもの、海上技術学校

対象となる学校種は次のとおりです

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.htm


高等学校等就学支援金【新制度】
高等学校等就学支援金について

令和８年度（2026年度）から高校生の授業料支援の対象者の範囲が広がりました。返済は不要です。
申請後、日本国内に住所を有し、国籍・在留資格等の要件が認められ、受給資格を得ると授業料に対し高等学
校等就学支援金が支援されます。

支援額の例
（支給上限年額）

生徒等の在留資格に関する要件

国籍・在留資格等の要件

※ お住いの都道府県によって必要書類が異なる場合があります。
※ 高等学校等（外国人学校を除く）とは、高等学校（全日制・定時制・通信制）、中等教育学校（後期課

程）、特別支援学校（高等部）、高等専門学校（1～3年）、専修学校高等課程、専修学校一般課程及び各
種学校のうち国家資格者養成課程（中学校卒業者を入所資格とするもの）を置くもの、海上技術学校

申請方法

【オンライン申請】
e-Shienにおいて、オンライン申請が可能です。学校から配布されたログインID通知書を参照の上、申請を行

ってください。※ 学校・学校の所在する都道府県から別の案内がある場合は、その指示に従ってください。

学校により、高等学校等就学支援金の支給決定までの間、授業料を徴収し、就学支援金相当額を後日還付
する場合があります。なお、経済的に困難な家庭に対しては、授業料徴収の猶予措置等を利用できる場合
もあります。詳細は学校へお問い合わせください。

公立 私立

高等学校等就学支援金

学校または都道府県へお問い合わせください。

https://www.mext.g
o.jp/a_menu/shotou/
mushouka/1292209.
htm

https://www.mext.go
.jp/a_menu/shotou/
mushouka/1292214.
htm

日本国籍の方用

国立高校（全日制等）：11万5200円、私立高校（全日制等）：45万7200円
公立高校（全日制等）：11万8800円、私立高校（通信制）：33万7200円
※ 学校種により異なります。

高等学校等（外国人学校を除く）※に在学し、

日本国内に住所を有する者のうち日本国籍を有する生徒等

お問い合わせ
について

支給上限額

年収目安

45万７200円

【所得上限なし】

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1292209.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1292209.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1292209.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1292209.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1292214.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1292214.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1292214.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1292214.htm


高等学校等就学支援金【新制度】
高等学校等就学支援金について

令和８年度（2026年度）から高校生の授業料支援の対象者の範囲が広がりました。返済は不要です。
申請後、日本国内に住所を有し、国籍・在留資格等の要件が認められ、受給資格を得ると授業料に対し高等学
校等就学支援金が支援されます。

支援額の例
（支給上限年額）

生徒等の在留資格の関する要件

国立高校（全日制等）：11万5200円、私立高校（全日制等）：45万7200円
公立高校（全日制等）：11万8800円、私立高校（通信制）：33万7200円
※ 学校種により異なります。

国籍・在留資格等の要件 必要書類

高等学校等（外国人学校を除く）※に在学し、日本国内に住
所を有する者のうち日本国籍以外の方で、以下の在留資格等
を有する生徒等
①特別永住者 ②永住者 ③日本人の配偶者等
④永住者の配偶者等
⑤定住者のうち将来永住する意思があると認められた者
⑥家族滞在のうち日本の小学校及び中学校を卒業した者であって、高
校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者

生徒等の以下のいずれかの書類
・住民票の写し（原本）
・特別永住者証明書の写し（コピー）
・在留カードの写し（コピー）

（家族滞在は以下の書類も提出）
・日本の小学校及び中学校の卒業証書
の写し又は卒業証明書

※ お住いの都道府県によって必要書類が異なる場合があります。
※ 高等学校等（外国人学校を除く）とは、高等学校（全日制・定時制・通信制）、中等教育学校（後期課程）、特別支援学校（高等部）、高等専門学

校（1～3年）、専修学校高等課程、専修学校一般課程及び各種学校のうち国家資格者養成課程（中学校卒業者を入所資格とするもの）を置くもの、
海上技術学校

申請方法
【書類申請】

受給資格認定申請書に生徒本人の上記記載の必要書類を添付して学校に提出ください。
※ 申請書等は、学校・学校の所在する都道府県からの案内や指示に従ってください。

学校により、高等学校等就学支援金の支給決定までの間、授業料を徴収し、就学支援金相当額を後日還付
する場合があります。なお、経済的に困難な家庭に対しては、授業料徴収の猶予措置等を利用できる場合
もあります。詳細は学校へお問い合わせください。

日本国籍以外の方用

支給上限額

年収目安

45万７200円

【所得上限なし】

公立 私立

高等学校等就学支援金

学校または都道府県へお問い合わせください。

https://www.mext.g
o.jp/a_menu/shotou/
mushouka/1292209.
htm

https://www.mext.go
.jp/a_menu/shotou/
mushouka/1292214.
htm

お問い合わせ
について

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1292209.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1292209.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1292209.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1292209.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1292214.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1292214.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1292214.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1292214.htm


【日本国籍の生徒等（オンライン申請用）】

 学校によって、日本国籍の方は、オンライン申請が利用でき
る場合があります。

 学校からID・パスワードの案内があった場合には、以下のURL
からアクセスし、手続きを行ってください。

 プライバシーへの配慮が必要な書類なので、自宅に持ち帰っ
て手続きをしてください。

https://www.e-shien.mext.go.jp/eshien-s-web/login/login

●e-Shienオンライン申請システム

高等学校等就学支援金【新制度】

●e-Shienオンライン申請システム利用マニュアル

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/01753.html

https://www.e-shien.mext.go.jp/eshien-s-web/login/login
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/01753.html


e-Shienオンライン申請システムのQRコードを読み取った
後は、

『高等学校等就学支援金オンライン申請システム
e-Shien申請者向け利用マニュアル
新規申請編（令和8年4月申請向け）』
から意向登録の手続きへ進んでください。

＊日本国籍をお持ちでない方は、 e-Shienオンライ
ン申請システムでの手続きはできません。
別途紙（申請書）での手続きが必要となりますので、
お早めに男子部事務室へお越しください。必要書類
をお渡しします。【4月21日（火）まで】



高等学校等就学支援金オンライン申請システム e-Shien
申請者向け利用マニュアル

共通編（令和8年4月申請向け）

e-Shienの概要や操作方法について説明する共通マニュアルです。

2026年4月
文部科学省
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目次

➢ このマニュアルでは、高等学校等就学支援金(以下、就学支援金)に
関する手続を、生徒がe-Shienで行うための手順について説明します。

➢ マニュアルは次の３つに分かれており、
本書は「共通編(令和8年4月申請向け)」です。

・ 共通編(令和8年4月申請向け)
・・・e-Shienの概要や操作方法を説明します。

・ 新規申請編(令和8年4月申請向け)
・・・「意向登録」「受給資格認定申請」について説明します。

入学・転入時や、新たに就学支援金の申請を行う際に参照してください。

・ 変更手続編(在校生受給資格確認)(令和8年4月申請向け)
・・・「在校生受給資格確認」について説明します。

就学支援金を受給している在校生が申請を行う際に参照してください。

※日本国籍ではない生徒におかれましては、令和８年度の就学
支援金制度への申請については、紙の申請書に必要事項を記
載のうえ、国籍・在留資格の確認に必要な書類と一緒に、学校
が指定する窓口へ提出してください。

＊『変更手続編』は配付していません。
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目次

➢ 本書（共通編(令和8年4月申請向け) ）の内容は、
以下のとおりです。

1. e-Shienを利用した申請の流れ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.4
2. 操作説明

2-1. e-Shienにログインする ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.6
2-2. 申請内容を確認する ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.8

※本文中の画面表示は、令和8年4月現在のものです。 

◼ e-Shienへのアクセス
https://www.e-shien.mext.go.jp/

◼ 就学支援金制度の概要
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.htm

https://www.e-shien.mext.go.jp/
https://www.e-shien.mext.go.jp/
https://www.e-shien.mext.go.jp/
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.htm
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申請内容の詳細確認

1. e-Shienを利用した申請の流れ

e-Shienを利用した受給資格認定申請の主な流れは以下となります。

受給資格認定の申請 (4月の入学時・転入時 等)

申請者(生徒) 学校

ログインID通知書を

配布する
手渡し/郵送

ログイン

受給資格認定を申請する意思が

「ある or ない」(意向)の登録

受給資格認定の申請

ログインID通知書

引き続き申請を
行う場合

ログインID通知書を受け取る

受給資格認定申請を実施するための詳しい手順は、
「新規申請編(令和8年4月申請向け)」
マニュアルを参照してください。

補足

申請内容の確認

e-Shienを使用する手順

凡例

システム外の手順

「XXXX(参照資料名)」の
〇ページ参照

XXXX

〇ページ

新規申請編

8ページ

新規申請編

6ページ

新規申請編

14ページ

共通編

6ページ

共通編

8ページ
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1. e-Shienを利用した申請の流れ

e-Shienを利用した在校生受給資格確認の流れは以下となります。

在校生受給資格確認の申請 (就学支援金を受給している在校生 等)

ログイン

在校生受給資格確認の申請

在校生受給資格確認を実施するための詳しい手順は、
「変更手続編(在校生受給資格確認)
 (令和8年4月申請向け)」マニュアルを参照してください。

補足

申請内容の確認

e-Shienを使用する手順

凡例

システム外の手順

「XXXX(参照資料名)」の
〇ページ参照

XXXX

〇ページ

変更手続編

6ページ

変更手続編

10ページ

共通編

6ページ

申請者 (生徒)

申請内容の詳細確認

共通編

8ページ
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1. ログイン画面

2. 操作説明
 2-1. e-Shienにログインする

e-Shienを使用するために、システムへログインします。
ログインは、パソコン、スマートフォンから以下のURLを入力してアクセスします。以下のQRコードを読み取っ
てもアクセスできます。

ログインID通知書を見な
がらログインIDとパスワー
ドを入力します。

「ログイン」ボタンをクリック
します。

チャットボットにてe-
Shienの操作に関する質
問ができます。
※令和8年4月オンライン
 申請向けのチャットボットの
セクションをご覧ください

Ⅰ 「パスワードを表示」により
入力したパスワードが確
認できます。 

Ⅱ 表示言語は、”日本語”
または”English”が選択
できます。

Ⅲ e-Shienの「利用規約」
を確認できます。

•ログインIDやパスワードが
わからなくなった場合は、
学校に確認してください。

• e-Shienで利用可能な
OS・ブラウザを確認できま
す。

https://www.e-shien.mext.go.jp/

ログインID通知書のサンプル

手順

補足

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

2

1

2

1

1

7ページへ

3

3

Ⅳ

Ⅳ

https://www.e-shien.mext.go.jp/
https://www.e-shien.mext.go.jp/
https://www.e-shien.mext.go.jp/
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2. ポータル画面

 
Ⅰ 「ヘルプ」では以下が確認でき

ます。
・ 申請者向け利用マニュアル
（本書）

「FAQ」では以下が確認でき
ます。
• e-Shienの利用に関する
FAQ

「お知らせ」では以下が確認で
きます。
•  システムメンテナンス情報

Ⅱ 「新規申請」では以下の手続
ができます。
•  意向登録
•  受給資格認定申請

Ⅲ 「変更手続」では以下の手続
ができます。
•  在校生受給資格確認

 「認定状況」では以下が確認
できます。
•  申請内容

ポータル画面が表示されること
を確認します。

チャットボットにてe-Shienの
操作に関する質問ができます。
※令和8年4月オンライン
 申請向けのチャットボットの
セクションをご覧ください

手順

補足

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

1

2. 操作説明
 2-1. e-Shienにログインする

Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ

Ⅲ

Ⅵ

Ⅴ

Ⅳ Ⅰ

２

２

Ⅰ Ⅱ

1

２

Ⅰ

※ 令和８年４月時点において、e-Shienで申請可能である
ボタンのみ表示されています。
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「審査結果情報」で申請
日が登録されていることを
確認します。

「申請情報」で以下の申
請内容を確認します。
•生徒情報
•学校情報
•申請情報

2. 操作説明
2-2. 申請内容を確認する

1. ポータル画面

申請内容を確認する場
合は、「表示」ボタンをク
リックします。

受給資格認定、在校生受給資格確認の申請内容を確認します。

手順
1

1

2. 審査結果確認画面

手順

2
2

1 1

※ 令和8年4月以降の申請に
    おいては、申請が完了してい

る場合であっても審査状況が
空欄になります。詳細な申請
状況については学校へお問合
せください。

※ 生徒情報画面で入力された国
籍情報等は表示されません。
内容を確認したい場合は学校
に問い合わせてください。

※ 申請完了後に申請内容の変
更が必要な場合は、学校に連
絡してください。

 
Ⅰ 受給資格認定申請の場

合は「申請日」
在校生受給資格確認の
場合は「届出日」が表示
されます。

補足

ⅠⅠ



高等学校等就学支援金オンライン申請システム e-Shien
申請者向け利用マニュアル

新規申請編（令和8年4月申請向け）

入学・転入時等に、「意向登録」「受給資格認定申請」を行うための専用マニュアルです。

2026年4月
文部科学省
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目次

➢ このマニュアルでは、高等学校等就学支援金(以下、就学支援金)に
関する手続を、生徒がe-Shienで行うための手順について説明します。

➢ マニュアルは次の３つに分かれており、
本書は「新規申請編(令和8年4月申請向け)」です。

・ 共通編(令和8年4月申請向け)

・・・e-Shienの概要や操作方法を説明します。

・ 新規申請編(令和8年4月申請向け)
・・・「意向登録」「受給資格認定申請」について説明します。

入学・転入時や、新たに就学支援金の申請を行う際に参照してください。

・ 変更手続編(在校生受給資格確認)(令和8年4月申請向け)
・・・「在校生受給資格確認」について説明します。

就学支援金を受給している在校生が申請を行う際に参照してください。

※日本国籍ではない生徒におかれましては、令和８年度の就学
支援金制度への申請については、紙の申請書に必要事項を記
載のうえ、国籍・在留資格の確認に必要な書類と一緒に、学校
が指定する窓口へ提出してください。

＊『変更手続編』は配付していません。
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目次

➢ 本書(新規申請編(令和8年4月申請向け))の内容は、
以下のとおりです。

1. 受給資格認定申請の流れ  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.4
2. 操作説明

2-1. e-Shienにログインする ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.5
2-2. 申請をする意思が「ある or ない」の意向を登録する ・ ・ P.6
2-3. 受給資格認定の申請をする ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.８

※本文中の画面表示は、令和8年4月現在のものです。 

◼ e-Shienへのアクセス
https://www.e-shien.mext.go.jp/

◼ 就学支援金制度の概要
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.htm

https://www.e-shien.mext.go.jp/
https://www.e-shien.mext.go.jp/
https://www.e-shien.mext.go.jp/
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.htm
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1. 受給資格認定申請の流れ

e-Shienを利用した受給資格認定申請の流れは以下となります。
（共通編(令和8年4月申請向け)マニュアルの４ページと同じ記載です。）

受給資格認定の申請 (4月の入学時・転入時 等)

申請者(生徒) 学校

ログインID通知書を

配布する
手渡し/郵送

ログイン

受給資格認定を申請する意思が

「ある or ない」(意向)の登録

受給資格認定の申請

ログインID通知書

引き続き申請を
行う場合

ログインID通知書を受け取る

申請内容の確認

e-Shienを使用する手順

凡例

システム外の手順

「XXXX(参照資料名)」の
〇ページ参照

XXXX

〇ページ

新規申請編

5ページ

新規申請編

6ページ

新規申請編

8ページ

新規申請編

14ページ

申請内容の詳細確認

共通編

8ページ
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1. ログイン画面

2. 操作説明
2-1. e-Shienにログインする

e-Shienを使用するために、システムへログインします。
ログインは、パソコン、スマートフォンから以下のURLを入力してアクセスします。以下のQRコードを読み取っ
てもアクセスできます。

ログインID通知書を見な
がらログインIDとパスワー
ドを入力します。

「ログイン」ボタンをクリック
します。

チャットボットにてe-
Shienの操作に関する質
問ができます。
※令和8年4月オンライン
 申請向けのチャットボットの

セクションをご覧ください

Ⅰ 「パスワードを表示」により
入力したパスワードが確
認できます。 

Ⅱ 表示言語は、”日本語”
または”English”が選択
できます。

Ⅲ e-Shienの「利用規約」
を確認できます。

•ログインIDやパスワードが
わからなくなった場合は、
学校に確認してください。

• e-Shienで利用可能な
OS・ブラウザを確認できま
す。

https://www.e-shien.mext.go.jp/

ログインID通知書のサンプル

手順

補足

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

2

1

2

1

1

6ページへ

3

3

Ⅳ

Ⅳ

https://www.e-shien.mext.go.jp/
https://www.e-shien.mext.go.jp/
https://www.e-shien.mext.go.jp/
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内容を確認し、チェックし
ます。

申請をするかしないかを
選択します。

•就学支援金の支給を希望
する場合

  上部：申請をします。

•受給資格認定の申請を行
わない場合

  下部：申請をしません。

「入力内容確認」ボタン
をクリックします。

1. ポータル画面

2. 操作説明
2-2. 申請をする意思が 「ある or ない」 の意向を登録する

「意向登録」ボタンをクリッ
クします。

2. 意向登録画面

最初に、申請をする意思が「ある or ない」(意向) を登録します。

学校から意向の再登録を依頼された場合や、意向内容を誤った場合に再登録をする場合も、同様の手
順で行います。

手順

3

2

1

3

2

1

1

7ページへ

1

手順
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2. 操作説明
2-2. 申請をする意思が 「ある or ない」 の意向を登録する

3. 意向登録確認画面

登録内容が正しいことを
確認し「本内容で登録す
る」ボタンをクリックします。

Ⅰ 前の画面の選択内容を
修正する場合、「意向登
録に戻る」ボタンをクリック
します。

4. 意向登録結果画面

意向の登録結果が表示
されます。

•申請をする場合
  「続けて受給資格認
定申請を行う」ボタン
をクリックします。

•申請をしない場合
  手続きは完了です。

•誤って意向内容を登録し
た場合、自身で修正する
ことはできません。
学校に連絡し、学校による
登録解除後に再度登録し
てください。

手順

補足

補足

手順

Ⅰ

1

1

8ページへ

Ⅰ 1

1
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記入上の注意・留意事
項をよく読んでから申請し
てください。

学校で登録された生徒
情報が表示されるので、
正しいことを確認します。
誤りがあった場合は、この
画面で修正してください。

2. 操作説明
2-3. 受給資格認定の申請をする 

1. ポータル画面

「認定申請」ボタンをクリッ
クします。

2. 認定申請登録 (生徒情報) 画面(1/2)

受給資格認定の申請を行います。

申請には、生徒本人の情報、学校情報(在学期間等)の登録が必要となります。(8～14ページで、各情
報の登録方法を説明します。)

•7ページの意向登録結果
画面から続けて受給資
格認定申請を行う場合、
次の「2.認定申請登録
(生徒情報)画面」から始
まります。

手順

手順

補足

2

1

1

9ページへ

2

1

1

メールアドレスについては生徒
情報画面でのみ登録可能とな
ります。
通知を受信されたい方のメール
アドレスを登録してください。

補足

9ページへ
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・  国籍項目を「日本国以外」に
選択する必要がある場合には、
システムでの申請ではなく、紙
の申請書に必要事項を記載
のうえ、国籍・在留資格が確
認できる資料をその申請書に
添付したうえで、学校の指定
する窓口へ提出してください。

 国籍項目を選択してください。

 「学校情報入力」ボタンをク
リックします。

2. 操作説明
2-3. 受給資格認定の申請をする 

2. 認定申請登録 (生徒情報) 画面(2/2)

手順

2

1

10ページへ

2

1

補足

国籍項目「日本国」を選択した場合、
入力は不要です
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2. 操作説明
2-3. 受給資格認定の申請をする

3. 認定申請登録 (学校情報) 画面 (1/2)

学校で登録された学校情
報が表示されるので、正し
いことを確認します。

過去に他の学校に在籍し
ていたかどうかを入力します。
•過去に他の学校に在籍した
期間がない場合

   に進みます。

•過去に他の学校に在籍した
期間がある場合

  9ページへ。

「入力内容確認」ボタンを
クリックします。

うち支給停止期間「あり」にチェックした状態の画面   現在の学校で支給停止
期間がある場合、「あり」
にチェックします。

  支給が停止されていた
期間を入力します。

前の画面の入力内容を
修正する場合、「認定
申請登録(生徒情報)に
戻る」ボタンをクリックしま
す。

手順

補足

Ⅰ-1

Ⅰ-1

Ⅰ-2

Ⅰ-2

Ⅱ

Ⅱ

2

3

1

1

3
2

3

11ページへ

12ページへ

必ず『なし』を
選択してください。 

jyoshibu03
バツ
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2. 操作説明
 2-3. 受給資格認定の申請をする

3. 認定申請登録 (学校情報) 画面 (2/2)

「開く」ボタンをクリックします。

「在学期間追加」ボタンを
クリックし、学校の名称、在
学していた期間等を入力し
ます。

「入力内容確認」ボタンを
クリックします。

「開く」ボタンおよび「在学期間追加」ボタンをクリックした画面
誤って「開く」ボタンをクリック
してしまった場合は、「閉じ
る」ボタンをクリックしてくださ
い。
閉じずに次に進もうとすると
エラーになります。

 支給停止期間がある場
合、「あり」にチェックし、期
間を入力します。

過去に就学支援金を受
給したことがあるときは、
「受給資格消滅通知」を
学校に提出してください。

手順

補足

2

1

過去に他の高等学校等に在籍していた期間がある場合の手順は以下のとおりです。

Ⅰ

1
3

2
2

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

3

Ⅲ

12ページへ

jyoshibu03
線

jyoshibu03
線
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2. 操作説明
 2-3. 受給資格認定の申請をする

4. 認定申請登録確認画面 (1/2)

生徒情報、学校情報が
表示されるので、正しいこ
とを確認します。

手順

1

1

13ページへ

氏名・生年月日・住所に
誤りがないか確認
＊住基ネットと一致しな
いと認定されませんので
ご注意ください。 

}
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2. 操作説明
 2-3. 受給資格認定の申請をする

4. 認定申請登録確認画面 (2/2)

内容を確認し、チェックし
ます。

「本内容で申請する」ボタ
ンをクリックします。

手順

2

1

1

14ページへ

 メールアドレスについての
確認事項は、メールアド
レスを入力した場合のみ
表示されます。

 前の画面の入力内容を
修正する場合、「認定申
請登録(学校情報)に戻
る」ボタンをクリックします。

補足

Ⅰ

Ⅱ
Ⅱ 2

Ⅰ
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2. 操作説明
 2-3. 受給資格認定の申請をする

5. 認定申請登録結果画面

申請の登録結果が表示
されます。
以上で受給資格認定申
請は完了です。

手順

11

6. ポータル画面

申請内容を確認する場
合は、「表示」ボタンをク
リックします。

手順

1

1



令和８年度南山高等学校入学納付金減免実施要領 

 
 

 

１ 趣 旨                     本校においては、愛知県から入学納付金補助金の交付を受け、この実施要領により入学納付金の一部を減免し

ます。 

２ 減 免 対 象 者                     今年度に入学した生徒で次の２項のいずれかに該当する場合です。 

(1) 就学支援金の対象者。(高等学校等(外国人学校を除く)に在学し、日本国内に住所を有する者のうち 

 日本国籍を有する生徒等。） 

            ※日本国籍以外の方は、「高等学校等就学支援金（申請手続き）【新入生等用】」の４ページ目の 

        「生徒等の在留資格の関する要件」の「国籍・在留資格等の要件」に該当する方。 

              (2)(1)にあてはまらない者で以下の区分に該当する場合 

区分 所 得 基 準 

甲 
課税標準額×０．０６－市町村民税の調整控除額（※）が

212,700円未満の世帯 

乙 
課税標準額×０．０６－市町村民税の調整控除額（※）が

270,300 円未満の世帯 

            （※）政令指定都市（名古屋市等）の場合、市民税の課税標準額×０.０６－市民税の調整控除額×３/４。 

３ 減 免 す る 額  次の（１）又は（２）の額 

（１） 就学支援金の対象者 

減免額     200,000 円 

（２） 就学支援金対象外の者 

区分 減免する額 

甲 200,000 円  

乙 100,000 円  

              （※）入学納付金がそれぞれの区分の減免額を下回る場合は、入学納付金を限度として減免を行います。 

４ 減 免 時 期  本校では、原則として次のとおり入学納付金の減免を実施します。 

区分 減免する時期 

甲  減免の可否決定次第、授

業料口座へ振り込みます。 

 ※遅くとも８月中までを予定 乙 

 

５ 減免を申請する手続き (1) 減免申請書は、令和8年4月22日(水)までに本校事務室へ提出してください。 

              （注）申請期限後の申請は受付できません。 

 (2) 減免申請書は、保護者等が直接持参されるか、または生徒に持参させてください。                    

(3) 減免申請に必要な書類は、次のとおりです。 

ア 就学支援金の対象者 

入学納付金減免申請書 

イ 就学支援金対象外の者 

  ・入学納付金減免申請書 

・市区町村長の発行する課税証明書 

（令和７年度の「課税標準額」及び「市町村民税の調整控除額」の記載のあるもの） 

（注）愛知県私立高等学校等授業料軽減事業で課税証明書を提出された方は、省略できます。 

(4) 海外単身赴任中で所得を証明する書類が提出できない方は、本校事務室まで申し出てください。 

６ 減 免 の 決 定                     申請に基づき慎重に審査の上、減免の可否を決定し、その結果を通知します。 

７ 減 免 の 取 消 し                    (1) 減免の決定を受けたのち、減免を受ける要件を欠く事情が生じたときは、減免額の全部又は一部の取消を

しなければなりませんので、速やかに申し出てください。  

(2) 偽りの申請をしたとき、その他入学納付金を減免することが不適当である事実がわかったときは、減免の

決定を取り消します。既に減免した入学納付金は、本校へ納入していただきます。 

９ 秘 密 の 保 持                    本校は、この事業に関して知り得た事実を他に漏らしたり、生徒の将来の進学、就職に影響させた 

             りするようなことはいたしません。 

10 そ の 他                     詳細は、本校事務室（052-831-6455）へお問い合わせください。 



 <記入例＞ 

                         令和 8 年 4 月 22 日 

 学校法人 南山学園 理事長 様 
 

令和８年度愛知県私立高等学校等入学納付金減免申請書 

 
愛 知 県 用 

 

愛知県私立高等学校等入学納付金補助金を、下記のとおり申請します。 

 

記 
 

１ 学校名 南山高等学校 

２ 生徒の 
学年・組・番 

1 年     組     番 

（ふりがな） 
３ 生徒氏名 

（ なんざん たろう ） 

南山   太郎 
 
 
高等学校等就学支援金の対象外となった場合※１、市区町村長の発行する課税証明書※２を 
提出する必要があります。 
※１ 日本国籍を有しない者のうち、日本に定着しない者や在留資格が留学等の者 
※２ 令和７(2025)年度の「課税標準額」及び「市町村民税の調整控除額」の記載のあるもの 
 



  
                          令和 8 年  月  日 

 学校法人 南山学園 理事長 様 
 

令和８年度愛知県私立高等学校等入学納付金減免申請書 

 
愛 知 県 用 

 

愛知県私立高等学校等入学納付金補助金を、下記のとおり申請します。 

 

記 
 

１ 学校名 南山高等学校 

２ 生徒の 
学年・組・番 

1 年     組     番 

（ふりがな） 
３ 生徒氏名 

（                      ） 

 
 

 
 
高等学校等就学支援金の対象外となった場合※１、市区町村長の発行する課税証明書※２を 
提出する必要があります。 
※１ 日本国籍を有しない者のうち、日本に定着しない者や在留資格が留学等の者 
※２ 令和７(2025)年度の「課税標準額」及び「市町村民税の調整控除額」の記載のあるもの 
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